
全国訪問看護事業協会から会員の皆様へのお知らせ 

精神科訪問看護  

－ 経験豊富な看護師がお応えします！－ 

 
 

精神科訪問看護で困っていることはありませんか？ 
 

精神科訪問看護を長年している看護師が以下のようなお悩みの相談に応じます。 

電話によるコンサルテーションを希望する方は、当協会のホームページから相談内容を記入

してお寄せください。追って、担当者からご連絡いたします。 

 

 

〇 はじめて精神疾患を有する方を訪問するが、どのように関わったらよいか留意点を教え

て欲しい。 

〇 利用者から何度も電話がかかってくる。 

〇 利用者が事務所に訪ねてくる。 

〇 相談支援の方との連携方法がわからない。 

 

 

精神科訪問看護に関する電話相談の料金、利用方法等 

・対象者：当協会会員  ・費用：無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人全国訪問看護事業協会 TEL：03-3351-5898 FAX：03-3351-5938 

〒160-0022東京都新宿区新宿 1－3－12壱丁目参番館 401 

①当協会へホームページ

の質問フォームかＦａｘ

で相談内容を送る。 

このような相談にお応えします 

（精神科訪問看護の制度や保険請求に関する相談は、毎週水曜日の電話相談で対応いたします） 

②当協会から相談者担当者

へ相談内容を連絡する 

③相談担当者から直接、貴ス

テーションに連絡します。 

全国訪問看護事業協会 

精神科訪問看護の

電話相談担当者 

質問をする訪問看

護ステーション 

利用方法（当協会へホームページの質問フォームかＦａｘで相談内容を送ってください） 

ホームページ質問フォーム https://www.zenhokan.or.jp/telephone/ 


